
PICKUP 01

49744ID　こども課 ☎76-8149問

　物価高の影響が長期化し、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当
の支給対象となる0歳から18歳までの子ども（平成19年4月2日～令和8年3月31日に生まれた子ど
も）を養育している児童手当受給者に支給します。

物価高騰対策支援を実施します

物価高対応子育て応援手当

対象児童1人につき2万円を支給
支給対象者 ①令和7年9月分（令和7年9月生まれの児童の場合は10月分）の児童手当を受給して
いるかた ②新生児（基準日の翌日～令和8年3月31日に出生した児童）の児童手当を受給してい
るかた ③基準日の翌日～令和8年3月31日に離婚（離婚調停中などを含む）により新たに児童手
当の受給者となったかた

支給内容
●
●

（基準日：令和7年9月30日）※所得制限なし

申請方法

そ の 他

3/31（火）まで（3月生まれの新生児分は4/15（水）まで）に申請書（こども課かホームページ
で）を郵送（必着）か直接
申請日の翌月末に指定口座に振り込みます。

基準日時点で住民登録のある市町村に所属
庁の証明を受けた申請書を提出

9月分（9月生まれの児童の場合は10月分）の児
童手当を受給している公務員

児童手当の認定を受けた時点で住民登録のあ
る市町村に所属庁の証明を受けた申請書を提出

10月1日～3月31日に生まれた新生児の児童
手当を受給している公務員

基準日以後に新たに児童手当の認定を受け
た市町村に申請

10月1日～3月31日に離婚（離婚調停中などを含
む）により新たに児童手当の受給者となったかた

支給対象者 申請先など

1月末にお知らせを発送
2/24（火）に児童手当支
給口座に振り込み予定   

9月分（9月生まれの児童の場合は10月分）の児童手当受給者※1※2

10月1日～12月31日に生まれた新生児の児童手当受給者※1※3
●
●

順次、お知らせを送付し、
振り込み予定1月1日～3月31日に生まれた新生児の児童手当受給者※1※3

支給対象者 支給日など

※1 公務員を除く ※2 転出入の時期により、児童手当を尾張旭市以外の市町村で受けていた場合は、当該市町村へ問
い合わせを ※3 出生時に児童手当の認定を尾張旭市以外の市町村で受けていた場合は、当該市町村へ問い合わせを

申請が不要なかた

申請が必要なかた

49983ID　企画課 ☎76-8105問

　国の重点支援地方交付金を活用し、物価高騰対策の生活者支援を実施します。実施時期は、令和8年
4月下旬以降の予定です。詳細は、決まり次第、市ホームページや広報誌でお知らせします。

食料品等物価高騰対策支援事業

対象者 全市民 配布物 市民1人当たり5千円分のギフトカード型商品券を予定
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https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/49983.html
https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/kosodate-sukusuku/49744.html


PICKUP 02

　環境課 ☎76-8135問ちょっとの工夫で 減らそうごみ・増やそう資源

　充電式電池（リチウムイオン電池など）は、強い衝撃や圧力がかかると発火
するため、収集車や処理施設での火災の原因になります。

　充電式電池の取り外しができない小型家電は、地域の集積所には出せません。小型家電と
して、リサイクルひろばクルクルなどの拠点回収場所に持ち込んでください。

①中身が見える透明の袋に入れて月１回「発火性危険物」の日
に、資源ごみ集積所に置かれるかごに入れる
②市内公共施設にあるBOX缶（写真参照）に入れる

発火が多発‼ 充電式電池などは可燃・不燃ごみでは出せません

　令和7年12月に実施した燃えるごみ組成調査※の結果、
燃えるごみで出されたものには、生ごみと資源ごみが多く
含まれていました。生ごみを減らし、資源ごみを分別してご
み処理にかかる費用の抑制や環境負荷の低減につなげる
ため、ごみ減量により一層のご協力をお願いします。

32968ID

充電式電池を含む製品（小型家電）にも注意!! 32961ID

出し方 ①または②のいずれかで出すことができます。

このマークが目印

※市内の燃えるごみ袋をいくつか開封し、何ごみがどれだけ入っているかの調査

プラスチック製容器包装 9.87% 調理くず 20.34%
直接廃棄 5.21%雑がみ 8.56%

ペットボトル 0.6% 食べ残し 1.59%

古着類 4.23%

かん・びん 0.08% その他 0.21%

紙パック 0.71%

新聞紙、雑誌、
段ボール 4.05%

小型家電 0.03%

資源ごみ
28.13%

生ごみ
27.35%

不燃、有害、事業系
0.26%

その他可燃ごみ
44.26%

燃えるごみに含まれていたごみの内訳(重量比)

生ごみの減量
32948ID

雑がみの分別 33000ID

32988ID

　食材は「使いキリ」、調理したものは「食べ
キリ」、生ごみはしっかり「水キリ」しましょう。

　市では、生ごみ処理機などの購入費の一部
を補助しています。

３キリ 使いキリ 食べキリ 水キリ

487
g/人・日

420
g/人・日

令和6年度
実績値

令和15年度
目標値

1人1日当たりの家庭からでるごみの量

67g /人・日減量

67gはLサイズの
卵1個と同じくらい

　紙袋や古封筒にまとめて
月２回「古紙・古着」の日ま
たは子ども会・自治会など
の廃品回収に

プラスチック製
容器包装の分別 32960ID

　指定袋に入れて週1回「プラ
スチック製容器包装」の日に

生ごみ処理機の購入補助
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https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/gomi-recycle/32948.html
https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/gomi-recycle/32988.html
https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/gomi-recycle/32960.html
https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/gomi-recycle/33000.html
https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/gomi-recycle/32968.html
https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/gomi-recycle/32961.html
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